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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第93期 

第２四半期連結 
累計期間 

第94期 
第２四半期連結 

累計期間 
第93期 

会計期間 

自平成27年 
 ４月１日 
至平成27年 
 ９月30日 

自平成28年 
 ４月１日 
至平成28年 
 ９月30日 

自平成27年 
 ４月１日 
至平成28年 
 ３月31日 

売上高 （百万円） 323,288 315,681 601,499 

経常利益 （百万円） 10,639 16,063 14,959 

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益 
（百万円） 5,742 10,058 10,576 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 4,867 9,728 5,794 

純資産額 （百万円） 128,451 137,388 129,370 

総資産額 （百万円） 385,845 386,779 378,852 

１株当たり四半期（当期）純利

益金額 
（円） 23.24 40.69 42.80 

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額 
（円） 23.17 40.58 42.67 

自己資本比率 （％） 33.0 35.2 33.8 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 25,161 27,370 28,223 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △14,879 △11,165 △22,234 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △13,727 △8,598 △10,449 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高 
（百万円） 7,283 13,361 6,203 

 

回次
第93期

第２四半期連結
会計期間

第94期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
 ７月１日
至平成27年
 ９月30日

自平成28年
 ７月１日
至平成28年
 ９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 11.16 22.80 

 （注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には消費税等は含めておりません。

 

２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績および財政状態などに影響をおよぼす可能性のあ

るリスクについて、重要な変更および新たに発生したものはありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

契約期間を変更した経営上の重要な契約等は次のとおりであります。 

 

１．当社が技術援助等を受けている契約

契約先 国名 契約品目 契約内容 契約期間

サンキストグローワーズ社 米国 清涼飲料水等 サンキスト商標の使用権の設定

昭和63年４月８日から

平成９年３月31日まで

以後５年ごとの自動更新

平成29年４月１日以後

３年ごとの自動更新

（注）上記については、当第２四半期連結会計期間に契約期間を「平成29年４月１日以後３年ごとの自動更新」に変更し

ております。

 

２．販売契約

契約先 国名 契約品目 契約内容 契約期間

ユニリーバ・ジャパン・カスタ

マーマーケティング株式会社
日本

小売用および

業務用のリプ

トンリーフテ

ィー、リキッ

ドティー、パ

ウダーティー

等

日本国内における総販売元に関

する基本売買契約

平成22年６月１日から

平成25年12月31日まで

以後業務用は１年ごとの

自動更新

小売用は平成29年２月28

日まで

（注）上記については、当四半期報告書提出日現在で契約期間を「小売用は３年ごとの自動更新」から「小売用は平成29

年２月28日まで」に変更しております。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

１．業績の状況 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業業績や雇用情勢は引き続き改善の動きがみられる

など全般に緩やかな回復傾向が続きました。しかしながら、一部、消費マインドの改善に足踏みがみられるこ

とに加え、アジア新興国や資源国を中心とした海外経済の減速がわが国の景気に与える影響等の懸念もあり、

引き続き不透明な状況となりました。 

食品業界におきましては、健康志向の高まりにより機能性食品が注目されるなど、高付加価値品の一部に動

きがみられる一方、消費者物価上昇が鈍化するなか、厳しい状況が続きました。 

このような環境のもとで、当社グループは、お客さまのニーズに応えた商品の開発・改良に取り組み、より

付加価値の高い商品を提供できるよう、努めてまいりました。一方で、販売促進費の効率的な支出の徹底およ

び原材料コストの低減、生産・物流の合理化などに取り組み、収益性の改善に努めてまいりました。 

これらの結果、森永乳業グループの連結売上高は、前年同期比2.4％減の3,156億８千１百万円となりまし

た。また、部門別の売上につきましては、ヨーグルトやアイスクリーム、チーズなどが好調に推移して前年同

期実績を上回りましたが、牛乳類やプリン等が前年同期実績を下回りました。 

連結の利益面では、営業利益は前年同期比54.6％増の156億３千１百万円、経常利益は前年同期比51.0％増の

160億６千３百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比75.2％増の100億５千８百万円となりま

した。 

 セグメントの状況（セグメント間取引消去前）は次のとおりです。 

（1）食品事業（市乳、乳製品、アイスクリーム、飲料など） 

当第２四半期連結累計期間の売上高は3,056億６千１百万円（前年同期比2.5％減）となり、また、営

業利益は191億２千３百万円（前年同期比37.9％増）となりました。 

（2）その他の事業（飼料、プラント設備の設計施工など） 

その他の事業につきましては、売上高は125億４千７百万円（前年同期比1.8％増）となり、また、営

業利益は11億９千万円（前年同期比116.3％増）となりました。 

なお、提出会社の管理部門にかかる費用など事業セグメントに配賦していない全社費用が44億７千２百万円

あります。 

 

２．キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ22億８百万円収入増の273億７千万円となりました。

これは税金等調整前四半期純利益が増加したことなどによるものです。

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ37億１千４百万円支出減の△111億６千５百万円とな

りました。これは固定資産の取得による支出が減少したことなどによるものです。

 これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ59億２千２百万円収入増の162億４百万円と

なりました。

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ51億２千８百万円支出減の△85億９千８百万円とな

りました。これは主にコマーシャルペーパーの償還による支出の減少などによるものです。

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ60億７千８百万円

増の133億６千１百万円となりました。

 

３．事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は以下のとおりです。

会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

(1)基本方針の内容

 当社は、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき

行われるべきものであり、株式の大量買付等であっても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するもので

あれば、これを一概に否定するものではありません。 

 しかしながら、株式の大量買付等の中には、その目的などから見て企業価値ひいては株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討しある

いは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企

業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

 とりわけ、当社の企業価値の源泉は、「乳」の優れた力を最大限に活用する商品開発力と、食品の提供を
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通じて培ってきた信用とブランドにあります。これらが、株式の大量買付等を行う者により中長期的に確保

し、向上させられなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

 こうした事情に鑑み、当社株式に対する大量買付等が行われた際に、株主のみなさまがかかる大量買付等

に応じるべきか否かを判断し、あるいは当社取締役会が株主のみなさまに代替案を提案するために必要な情

報や時間を確保したり、株主のみなさまのために交渉を行うことなどを可能とすることで、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に反する大量買付等を抑止するための枠組みが必要であると考えております。 

 

(2)基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み 

 当社は、第90期事業年度に係る当社定時株主総会における株主のみなさまの承認に基づき、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応

策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を更新しております。本プランの有効期間は、平成28

年6月29日開催の当社第93期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の終結の時までとされておりまし

たが、当社は、本総会において株主のみなさまの承認をいただき、本プランを更新いたしました。 

 本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主のみなさまが適切な判断をするために必

要・十分な情報と時間を確保するとともに、買付者等（以下に定義されます。）との交渉の機会を確保する

ことなどにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。 

 具体的には、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はその提案（以下「買付等」とい

います。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し事前の情報提供を

求めるなど、上記の目的を実現するために必要な手続を定めています。 

 買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う場合、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合などには、当社は、買付者等による権利行

使は認められないとの行使条件および当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得で

きる旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の当社を除く

全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。 

 本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以

外の株主のみなさまに当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は、最大50％ま

で希釈化される可能性があります。 

 

(3)本プランの合理性 

 本プランは、大要下記のとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう合理的な内容を備

えたものと考えております。 

①株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

 本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主のみなさま

が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主のみなさ

まのために買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

②株主意思を重視するものであること 

 本プランは、当社株主総会において本プランに係る委任決議がなされることにより更新されました。 

 また、本プランには、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有

効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合、当

社の株主総会で選任された取締役により構成される当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議がな

された場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの存続の適否に

は、株主のみなさまのご意向が反映されることとなっております。 

③独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

 本新株予約権の無償割当ての実施などの運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外有識者などか

ら構成される独立委員会により行われることとされています。これにより当社取締役会の恣意的行動を厳格

に監視いたします。 

 また、その判断の概要については株主のみなさまに情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 

④第三者専門家の意見の取得 

 買付者等が現れると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができること

とされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっ

ています。 
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４．研究開発活動

 当第２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は、24億５千７百万円であります。

 なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。

 

５．財政状態

(1)貸借対照表の状況

 当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、主に季節的要因による「現金及び預金」、「受取手形及び売

掛金」の増加などにより、合計では前連結会計年度末に比べ79億２千７百万円増の3,867億７千９百万円と

なりました。 

 負債の部は、主に季節的要因により「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「未払費用」などの営

業債務が増加しましたが、借入金の返済などにより、合計では前連結会計年度末に比べ９千万円減の2,493

億９千１百万円となりました。 

 純資産の部は、「利益剰余金」の増加などにより、合計では前連結会計年度末に比べ80億１千８百万円増

の1,373億８千８百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の33.8％から35.2％となりました。 

 

(2)財務政策 

 当社グループは、運転資金および設備投資資金の調達に際しては、内部資金を基本としながら、金融機関

からの借入、コマーシャル・ペーパーの発行、社債の発行などの外部からの資金も利用しております。外部

からの資金調達につきましては、安定的かつ低利を前提としながら、将来の金融情勢の変化等も勘案してバ

ランスのとれた調達を実施しております。なお、当社（提出会社）は機動的な資金調達および当社グループ

全体の資金効率アップのため、金融機関14行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しておりま

す。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 720,000,000

計 720,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11月７日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 248,977,218 248,977,218
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であり、単元株式数は

1,000株であります。

計 248,977,218 248,977,218 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

 当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 決議年月日 平成28年７月11日

新株予約権の数（個） 76

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）   －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 76,000 （注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
自 平成28年８月13日

至 平成48年８月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格    652

資本組入額   326
（注）２

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による

承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

（注）１ 新株予約権の目的である株式の種類および数

 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、

「付与株式数」という。）は1,000株とする。

 ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以

下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する

ものとする。

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その

効力発生日）以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少

して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行

われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式

数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

 また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を

行うものとする。

 なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
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 また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知また

は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速や

かに通知または公告するものとする。

 ２ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを

切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 ３ その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日

（以下、「権利行使開始日」という。）から5年間に限り、新株予約権を行使することができるものとす

る。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の①または

②に定める場合（ただし、②については、（注）４に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が

交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

①新株予約権者が平成47年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成47年8月13日から平成48年8月12日

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の

議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主

総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。

 ４ 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

  当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が

分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合

に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割に

つき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力

発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残

存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の

新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社

は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付

する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画

において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上

記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

 「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使するこ

とができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

（注）２に準じて決定する。
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(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

(8) 新株予約権の取得条項

（注）５に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

５ 新株予約権の取得条項

 以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当

社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得す

ることができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
 

（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成28年７月１日～

平成28年９月30日
－ 248,977,218 － 21,704 － 19,478
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（６）【大株主の状況】

    平成28年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

森永製菓株式会社 東京都港区芝５丁目33－１ 26,248 10.54 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

(信託口) 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 14,772 5.93 

株式会社みずほ銀行 
東京都千代田区大手町１丁目５番５

号 
12,228 4.91 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社 (信託口) 
東京都中央区晴海１丁目８－11 12,128 4.87 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
東京都千代田区丸の内２丁目７番１

号 
6,942 2.79 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社

三井住友銀行退職給付信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８－11 6,644 2.67 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社 (信託口９) 
東京都中央区晴海１丁目８－11 5,228 2.10 

森永乳業従業員持株会 東京都港区芝５丁目33－１ 5,109 2.05 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
東京都千代田区丸の内１丁目４番５

号 
4,617 1.85 

農林中央金庫 
東京都千代田区有楽町１丁目13番２

号 
3,837 1.54 

計 － 97,755 39.26 

 （注）1  森永製菓株式会社は26,248千株を所有しておりますが、同社はこのほかに5,200千株を退職給付信託として

複数の金融機関に信託しております。

なお、信託した株式に係る議決権の行使および処分権については、信託契約上、森永製菓株式会社が指図権

を留保しております。

    2  大株主は平成28年９月30日現在の株主名簿に基づくものであります。

なお、平成28年７月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行が平

成28年６月30日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期

会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができない部分については上記表に含めておりません。

大量保有者名 保有株式数（千株） 株式保有割合（％）

 株式会社みずほ銀行 12,228 4.91

 みずほ信託銀行株式会社 6,618 2.66

 みずほ投信投資顧問株式会社 479 0.19

 合計 19,325 7.76

また、平成28年７月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ＤＩＡＭアセットマネジ

メント株式会社が平成28年７月15日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社

として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができない部分については上記表に含め

ておりません。

大量保有者名 保有株式数（千株） 株式保有割合（％）

 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 13,976 5.61

 ダイアム インターナショナル リミテッド 2,027 0.81

 合計 16,003 6.43
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９月30日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,779,000 

― ―

(相互保有株式)

普通株式

56,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

245,050,000
245,050 ―

単元未満株式
普通株式

2,092,218
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 248,977,218 ― ―

総株主の議決権 ― 245,050 ―

 （注）１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権8個)および

株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権2個)含まれてお

ります。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式407株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年９月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)

森永乳業株式会社

東京都港区芝五丁目33番

１号
1,779,000 － 1,779,000 0.71

(相互保有株式)

株式会社サンフコ

東京都千代田区鍛冶町

１丁目８番３号
56,000 － 56,000 0.02

計 ― 1,835,000 － 1,835,000 0.74

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から

平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 6,506 13,662 

受取手形及び売掛金 53,511 59,409 

商品及び製品 37,218 33,857 

仕掛品 572 801 

原材料及び貯蔵品 14,559 12,438 

その他 12,926 13,710 

貸倒引当金 △467 △437 

流動資産合計 124,828 133,443 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 70,339 70,451 

機械装置及び運搬具（純額） 57,600 56,286 

土地 70,478 70,172 

その他（純額） 25,709 24,900 

有形固定資産合計 224,127 221,810 

無形固定資産 6,719 6,567 

投資その他の資産    

投資有価証券 15,468 17,277 

その他 7,832 7,797 

貸倒引当金 △124 △115 

投資その他の資産合計 23,176 24,959 

固定資産合計 254,023 253,336 

資産合計 378,852 386,779 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 52,852 53,103 

電子記録債務 4,516 5,914 

短期借入金 6,433 2,494 

1年内返済予定の長期借入金 4,810 10,978 

コマーシャル・ペーパー 2,000 － 

1年内償還予定の社債 10,000 10,000 

未払法人税等 3,082 4,502 

未払費用 31,736 34,981 

預り金 18,468 21,122 

その他 13,903 11,913 

流動負債合計 147,804 155,011 

固定負債    

社債 35,000 35,000 

長期借入金 42,142 34,500 

退職給付に係る負債 18,011 18,149 

その他 6,523 6,729 

固定負債合計 101,677 94,380 

負債合計 249,481 249,391 

純資産の部    

株主資本    

資本金 21,704 21,704 

資本剰余金 19,518 19,521 

利益剰余金 85,280 93,608 

自己株式 △585 △597 

株主資本合計 125,918 134,236 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 5,127 6,277 

繰延ヘッジ損益 △43 △10 

為替換算調整勘定 △321 △1,946 

退職給付に係る調整累計額 △2,475 △2,411 

その他の包括利益累計額合計 2,287 1,908 

新株予約権 204 252 

非支配株主持分 959 990 

純資産合計 129,370 137,388 

負債純資産合計 378,852 386,779 

 

- 14 -



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

売上高 323,288 315,681 

売上原価 225,653 210,996 

売上総利益 97,634 104,685 

販売費及び一般管理費 ※ 87,524 ※ 89,053 

営業利益 10,110 15,631 

営業外収益    

受取利息 27 21 

受取配当金 364 285 

受取家賃 218 221 

持分法による投資利益 111 140 

その他 605 473 

営業外収益合計 1,327 1,143 

営業外費用    

支払利息 500 465 

その他 298 245 

営業外費用合計 798 711 

経常利益 10,639 16,063 

特別利益    

固定資産売却益 11 0 

投資有価証券売却益 241 2 

災害見舞金 － 3 

特別利益合計 253 5 

特別損失    

固定資産処分損 143 69 

公益財団法人ひかり協会負担金 820 820 

減損損失 1,110 － 

災害による損失 6 471 

その他 1 3 

特別損失合計 2,082 1,365 

税金等調整前四半期純利益 8,810 14,704 

法人税等 3,032 4,596 

四半期純利益 5,778 10,107 

非支配株主に帰属する四半期純利益 35 49 

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,742 10,058 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

四半期純利益 5,778 10,107 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △121 1,150 

繰延ヘッジ損益 5 32 

為替換算調整勘定 △815 △1,625 

退職給付に係る調整額 17 64 

持分法適用会社に対する持分相当額 2 △0 

その他の包括利益合計 △910 △378 

四半期包括利益 4,867 9,728 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 4,828 9,679 

非支配株主に係る四半期包括利益 38 49 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 8,810 14,704 

減価償却費 8,738 8,966 

減損損失 1,110 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 129 158 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △37 

受取利息及び受取配当金 △392 △307 

支払利息 500 465 

持分法による投資損益（△は益） △111 △140 

固定資産売却損益（△は益） △11 △0 

固定資産処分損益（△は益） 143 69 

投資有価証券売却損益（△は益） △241 △2 

売上債権の増減額（△は増加） △5,903 △5,962 

たな卸資産の増減額（△は増加） △855 4,784 

仕入債務の増減額（△は減少） 5,959 1,750 

未払費用の増減額（△は減少） 4,360 3,220 

預り金の増減額（△は減少） 3,367 2,654 

その他 △28 432 

小計 25,577 30,757 

利息及び配当金の受取額 420 307 

利息の支払額 △453 △433 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △382 △3,261 

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,161 27,370 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

固定資産の取得による支出 △15,228 △11,716 

固定資産の売却による収入 12 279 

投資有価証券の取得による支出 △16 △16 

投資有価証券の売却による収入 254 7 

貸付けによる支出 △3,477 △3,583 

貸付金の回収による収入 3,575 3,861 

その他 0 3 

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,879 △11,165 

 

- 17 -



 

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） △132 △3,659 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △12,800 △2,000 

長期借入れによる収入 5,415 1,723 

長期借入金の返済による支出 △3,404 △1,864 

自己株式の取得による支出 △8 △14 

配当金の支払額 △1,729 △1,730 

非支配株主への配当金の支払額 △16 △14 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出 
△0 △0 

その他 △1,050 △1,038 

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,727 △8,598 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △376 △447 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,822 7,158 

現金及び現金同等物の期首残高 11,105 6,203 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 7,283 ※ 13,361 
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

 税金費用については、当社（提出会社）及び連結子会社において当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の

税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率

を乗じて計算する方法によっております。

 

(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半

期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

  コミットメントライン契約

   提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関14行（前連結会計年度は15行）との間で、コミットメ  

ントライン契約を締結しておりますが、当第２四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

コミットメントラインの総額 25,000百万円 20,000百万円

借入実行残高 － －

借入未実行残高 25,000 20,000

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。

 
 前第２四半期連結累計期間 

（自  平成27年４月１日 
  至  平成27年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間 
（自  平成28年４月１日 

  至  平成28年９月30日） 

(1) 販売費    

拡売費 35,003百万円 34,057百万円 

運送費・保管料 26,836 27,416 

従業員給料・賞与 7,269 7,426 

退職給付費用 316 326 

(2) 一般管理費    

従業員給料・賞与 3,952 4,139 

退職給付費用 203 231 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであ

   ります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成27年４月１日
至  平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成28年４月１日
至  平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 7,586百万円 13,662百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △303 △300

現金及び現金同等物 7,283 13,361
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年６月26日 

定時株主総会
普通株式 1,729 利益剰余金 7 平成27年３月31日 平成27年６月29日

 

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年６月29日 

定時株主総会
普通株式 1,730 利益剰余金 7 平成28年３月31日 平成28年６月30日

 

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円） 

  報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）３ 
  食品 

売上高          

外部顧客への売

上高 
313,460 9,827 323,288 － 323,288 

セグメント間の
内部売上高また
は振替高 

173 2,501 2,674 △2,674 － 

計 313,634 12,328 325,962 △2,674 323,288 

セグメント利益 13,862 550 14,412 △4,302 10,110 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料、プラント設備

     の設計施工、不動産の賃貸などが含まれております。

        ２．セグメント利益の調整額△4,302百万円には、事業セグメントに配賦していない全社費用△4,131
      百万円、セグメント間取引消去△170百万円が含まれております。

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失）

「食品」セグメントにおいて保有している固定資産のうち、将来の使用が見込まれなくなった資産に

ついて、減損損失を計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は1,110百万円であります。

 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円） 

  報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）３ 
  食品 

売上高          

外部顧客への売

上高 
305,477 10,204 315,681 － 315,681 

セグメント間の
内部売上高また
は振替高 

184 2,343 2,527 △2,527 － 

計 305,661 12,547 318,209 △2,527 315,681 

セグメント利益 19,123 1,190 20,313 △4,681 15,631 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料、プラント設備

     の設計施工、不動産の賃貸などが含まれております。

        ２．セグメント利益の調整額△4,681百万円には、事業セグメントに配賦していない全社費用△4,472
      百万円、セグメント間取引消去△209百万円が含まれております。

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 23円24銭 40円69銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
5,742 10,058

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（百万円）
5,742 10,058

普通株式の期中平均株式数（千株） 247,076 247,205

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 23円17銭 40円58銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 748 683

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 

 ───────

 

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年11月２日

森永乳業株式会社 

取締役会 御中 

 

新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 長  光雄  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 市瀬 俊司  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている森永乳業株式会

社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、森永乳業株式会社及び連結子会社の平成28年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 （注）１ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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